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■ 会 長 報 告          江﨑 直利君 

ノーベル賞の発表がありました 

毎年文学賞に村上春樹の名前が出てそのたびに

毎年書店は著作の準備をしていました 

それが受賞に至らず７年８年と続くと、本当に

候補になっているのか疑問を感じています・私には

けっこう理屈っぽくて感情移入できないと感じて

いる作家です 

今回受賞したカズオイシグロという人の本は

読んだことありませんが、確かにうちでも発売当時

平積みしていた本でした 

 

今回ノーベル賞に関して知ったのは経済賞という

のはスウェーデン中央銀行創立三百年を記念して

加わったものでノーベルの意志とは関係ない事 

 

したがってノーベル賞の賞金は非課税ですが

経済賞は銀行から賞金が支払われるので課税対象

だそうです 

科学の賞では大規模なチームで研究する事が多い

ので最大３人まで受賞できる事が現実と合わなく

なっていることなどです 
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■ 理 事 会 報 告         桑原 茂君 

・11・12月プログラムについて、承認されました。 

・11月理事会開催日の変更について、10月 27日に 

11 月期理事会を開催します。 

・11月 3日お花畑について、例会扱いの為、南用の 

MUはありません。例会はありますが、お手伝いを 

お願いしたいので、カジュアルな服装でお願い 

します。その他は承認されました。ご案内は後日 

出します。 

・年忘れ例会について、承認されました。ご案内は 

11 月初旬に出します。 

・G補佐訪問について、G補佐と IM 実行委員長が 

訪問予定です。 

・月初めの席決めについて、基本第１例会で席決め、 

10 月 27 日例会より、会場監督が決める。 

・地区大会参加者報告について、26 名の登録を 

終了しました。 

・緑の募金について、次回例会より募金箱を回し 

募金を募る。 

・事務局休暇について、MU 表で閉局のおしらせ 

します。 

■ 幹 事 報 告           桑原 茂君 

・第 2620 地区より 

英字版 Rotarian が届きました。 

・公益財団帆人 米山梅吉記念館より 

新役員選出のご案内が届きました。 

■ 出 席 報 告           加藤 智之君 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○伊藤彰君 ○植田君 ○内山君 ○梅島君 

○漆畑君 ○川口君 ○小山君 ○䬣井君 

○富澤静君 ○松浦君 ○森竹君 ○渡辺君 

佐野裕君 

(２)メークアップ者  

早川 清人君（静岡） 

■ スマイル B O X          加藤 智之君 

・NHK の TV でタモリと山中教授の「人体」、腎臓 

特集をみました。痛風でここがだいぶやられて 

いるので大切にしようと思いました。江崎直利君 

・皆さんこんにちは。先週の土曜日に藤枝朝ラー 

会長として、テレビ出演させて頂きました。 

また死ぬ前にいい思い出ができました。桑原茂君 

・100％の梨頂きました。会社のパートの女性陣が 

すべて食べてしまいました。   髙杉光洋君 

・誕生日プレゼントありがとうございました。76才 

になりました。まだまだ現役で頑張ります。 

玉木末雄君 

・誕生日プレゼントありがとうございます。49才に 

なりました。なんだか終始苦労しそうな気がして 

いますが、ポジティブに頑張ります。杉浦聡君 

・妻の誕生日プレゼントありがとうございます。 

望月誠君 

・妻の誕生日祝いありがとうございます。15 日、 

還暦を迎えます。来年 3 月定年となりますが、 

本人たっての希望により、定年後もいっそ励んで 

働くようです。          藪﨑茂君 

・10 月 7 日結婚記念日でした。   小池𠮷久君  

スマイル累計額  ２１１，０００円 

 

■ 会 員 卓 話                  

◆ 早川 清人君 ◆ 

今回は、相続についてお話しします。 

遺産分割事件について  

①はじめに 

遺言書の有無を確認して、遺産や債務の状況を

把握することが大切です。 

誰が相続人かも確認しておきましょう。 

いろいろな手続きには期限が定められている

ものがあります。 

②相続放棄と限定承認 

「亡くなった方には借金が多い・・・・らしい。」 

遺産がプラスとマイナスどちらが多いか

分からない場合や、明らかに借金が多い場合

には、家庭裁判所への相続放棄の申述や限定

承認の申立を検討しましょう。 

その際、期限などの条件がありますよ。注意

しましょう  

申立期間は、相続が開始したことを知ってから 

3 ヶ月以内です。 

相続放棄は単独で申立出来ますが、限定承認は

相続人全員が共同して申立しなければなり

ません。 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

35／48 72.92％ 48／48 100.00％
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③ 相続欠格と相続人廃除 

「あの相続人は、遺言書を勝手に破棄しちゃ

った。」や「非行を繰り返すあんな息子には

何も相続させたくない。」なんて場合は・・・ 

民法には、相続人が相続権を失う「相続欠格」

という制度があるんです。 

また、相続欠格にあたらなくても、別に

「相続人の廃除」という制度もあります。 

④ 利益相反 

「母親であっても、未成年の子の相続の代理は

できないんだって・・・ホント？」 

ホントです。遺産分割では潜在的に共同相続人

の間で利害が対立する可能性があります。 

相続人である母親が他の相続人（子）を代理

することを禁じています。 

⑤ 不在者の財産管理 

「相続人の 1 人が随分前から行方不明だけど

相続はできるの？」 

家庭裁判所で不在者財産管理人を選任して

もらい、そのうえで不在者財産管理人への

権限外行為許可を家庭裁判所に審判してもらう

方法があります。 

⑥ 相続財産管理 

「お金を貸していたのだけれど、その方の

相続人が全員相続放棄しちゃった。」 

相続人が全くいなくなった場合は、亡くなった

方に財産があっても回収できませんね。 

この場合には、相続財産管理人を選任して

配当手続きをしてもらう方法があります。 

⑦ 成年後見人 

「相続人の1人が認知症なんだって 遺産分割

できるのかな？」 

認知症の方のために成年後見人を選任して、

成年後見人と遺産分割の協議をするという

方法があります。 

⑧ 遺 言  

「遺言書を発見！でも、遺産分割終わっちゃ

ってるけど・・・・。」 

「遺言書を作成したら完璧なのかな？」 

遺言書があることによって相続を巡るトラブル

が大きく回避できます。 

遺言書の種類とその作成手続きの違いなどを

知っておきましょう。 

また、遺言があまりにも不公平で、納得でき

ない場合のために「遺留分」という制度が

あります。この制度も知っておくべきです。 

⑨ 遺産分割調停の活用 

「みんな勝手なことばかり言ってなかなか 

遺産分割の協議がまとまらない。」 

家庭裁判所で行う遺産分割調停の活用を検討

してみましょう。 

これは裁判ではなく、裁判所で行う話し合い

の場と考えても良いでしょう。 

調停委員を挟んで、気軽に主張を語れる制度に

なっています。 

その際、寄与分、特別受益、特別縁故者につい

ても知っておいた方がよいでしょう。 

【寄 与 分】 被相続人の財産の維持、

増加に特別の寄与をした相続人の取り分

を云う。相続人に限られ、内縁の夫や妻、

亡くなった夫の両親の介護をしてきた妻

などには認められない。 

【特別 受益】 生前に被相続人から受け

た贈与を云う。受けた者を「特別受益者」

と云う。 

【特別縁故者】 被相続人と生計を同じく

していた者、被相続人の療養看護に努めた

者など被相続人と特別の縁故のあった者

を云う。相続人の不存在が確定した場合に

は、請求（家庭裁判所への申立）により相

続財産の分与を受ける事ができる。 

 

■ 今週の一言         村松 章隆君 

 

 

 

 

 

 

 

楽しみは2つ３つ位ありますが、今一番の楽しみを

お話します。 

弊社には、地元女子サッカークラブアスレジーナに

所属している選手が最近二人入社してくれました。 

一人は、ＧＫで出身地は、富山県高岡で、高校は

藤枝順心高校、静岡産業大学でプレーして現在、

藤枝市アカデミー・藤枝西高校の指導をしています。
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特長は、ボーイッシュな娘で、コーチのＣ級ライ

センスを持っています。もう一人は、地元岡部

出身で藤枝西高校、東京のスポーツ専門学校を

卒業し、同じくＣ級のライセンスを持ち、この間

まで、稲葉君の経営している駿河台・こばと幼稚

園児を指導していました。その他にもエスパルス、

藤枝西高校など指導をしていました。今は弊社の

正社員で特長は、髪が長く細見です。二人は、

個性が違いますが、社員からも可愛がられ、社員の

士気も上がってきました。娘ができたようで成長が

楽しみです。 

そんな理由で、藤枝市民Ｇ等で県リーグ一部の

試合に社員、友人、サポーターと一緒に応援に行き、

そのあと、いろいろと試合の反省会をしながら

一杯飲んで食事会をするのがとても楽しみです。 
今週の一言でした。 

 

	
１０月のお祝い 

おめでとう 
ございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

10/13(金)

第 1246 回
会員卓話  

10/20(金)

第 1247 回
ガバナー補佐訪問  

10/27(金)

第 1248 回
会員卓話 理事会 

11/3(金) 

第 1249 回

移動例会② 

（お花畑事業） 
青少年事業 

 

 

 

■ 今週のこの人         杉浦 聡君 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋の日の一日… 

とても過ごしやすく… 

全滅です（笑） 

 

 

 

 

 

 

 (担当／杉浦君) 


